
　
お
子
さ
ん
の
困
っ
た「
行
動
」に
お

悩
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
子
ど
も

の
で
き
る
こ
と・
良
い
こ
と
を
み
つ
け

て
、ほ
め
る
コ
ツ
を
学
び
ま
せ
ん
か
？

日
時

第
１
回
12
月
11
日
㈭
・
第
２
回
１
月

８
日
㈭
・
第
３
回
２
月
12
日
㈭

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

場
所

山
武
郡
市
障
が
い
者
基
幹
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー

（
東
金
市
南
上
宿
41-

８
）　

対
象　
山
武
郡
市
に
お
住
ま
い
の
子

育
て
中
の
方
及
び
支
援
者
の
方
々

定
員　
５
人
程
度

講
師　
千
葉
県
発
達
障
害
者
支
援
セ

ン
タ
ー
相
談
員
他

参
加
費　
無
料

申
込
み　
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル

に
て
、
氏
名
、
住
所
、
年
齢
を
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
先　
山
武
圏
域
自
立
支
援
協
議

会
障
害
児
部
会
事
務
局
（
中
核
地
域

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
さ
ん
ネ
ッ
ト　

小
川
・
近
藤
）

電　
話　
０
４
７
５-

77-

７
５
３
１

Ｆ
Ａ
Ｘ　
０
４
７
５-

77-

７
５
３
８

メ
ー
ル　

sun.net@
npo-link.jp

参
加
者
の
募
集

『
令
和
７
年
度
山
武
子
育
て

応
援
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
』

　
控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
令
和

７
年
1
月
〜
12
月
ま
で
に
納
め
ら
れ

た
保
険
料
の
全
額
で
す
。
（
過
去
の

年
度
分
の
保
険
料
や
追
納
さ
れ
た
保

険
料
も
含
ま
れ
ま
す
。
）

　
ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け
で

は
な
く
、
ご
家
族
（
配
偶
者
や
お
子

様
な
ど
）
分
も
支
払
っ
て
い
る
場
合
、

そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ
て
控
除
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、本
年
中
に
納
付
し
た
保
険

料
に
つ
い
て
、社
会
保
険
料
控
除
を
受

け
る
た
め
に
は
、年
末
調
整
や
確
定

申
告
を
行
う
と
き
に
、保
険
料
の
支

払
い
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
必

要
と
な
り
ま
す
。令
和
７
年
1
月
1

日
〜
9
月
30
日
ま
で
の
間
に
保
険
料

を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、10
月
下
旬
〜

11
月
上
旬
に
か
け
て
日
本
年
金
機
構

か
ら「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保

険
料
）控
除
証
明
書
」が
送
ら
れ
る
予

定
で
す
の
で
、申
告
書
の
提
出
の
際
に

は
必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は
領
収
証

書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
は
、
健
康
保
険
や
厚
生
年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
を

納
め
た
場
合
と
同
じ
く
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税
所
得

か
ら
控
除
さ
れ
、
税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
て
い
る
方

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す

※
令
和
７
年
10
月
1
日
〜
12
月
31
日

　
ま
で
の
間
に
、今
年
初
め
て
保
険
料

　
を
納
め
ら
れ
た
方
に
は
、令
和
８
年

2
月
上
旬
に
送
ら
れ
る
予
定
で
す
。

問
合
せ

・
国
保
年
金
係

・
千
葉
年
金
事
務
所　

　
☎
０
４
３-

２
４
２-

６
３
２
０

・
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０-

０
０
３-

０
０
４

町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
☎
77
‐
３
９
１
２

問

　
う
つ
病
、
そ
う
う
つ
病
を
家
族
皆

で
正
し
く
理
解
し
、
正
し
く
対
応
し

ま
せ
ん
か
！

　
日
本
の
医
学
会
を
リ
ー
ド
し
、
ご

活
躍
さ
れ
て
い
る
先
生
の
講
演
で
す
。

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時

11
月
29
日
㈯　
午
後
１
時
〜
３
時

場
所

東
金
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
東
金
中
央
公
民
館
）
２
階
講
堂

東
金
市
東
岩
崎
１
の
20

対
象　
精
神
障
害
者
家
族
・
当
事
者

・
関
係
機
関
職
員
・
支
援
者
・
関
心

の
あ
る
方
な
ど

定
員　
１
０
０
人

講
師
　
帝
京
大
学
医
学
部　
精
神
神

経
科
学
講
座　
主
任
教
授

功
刀　
浩　
先
生

参
加
費　
無
料

申
込
み

11
月
22
日
㈯
ま
で
に
電
話

申
し
込
み

申
込
先

山
武
郡
市
精
神
障
害
家
族
会　
の
ぞ

み
会

会
長　
一
ノ
宮

☎
０
８
０-

３
０
１
０-

０
３
５
７

事
務
局　
沼
袋

☎
０
４
７
５-

88-

３
１
６
７

『
心
の
病
を
治
す
食
事
、
運

動
、
睡
眠
の
整
え
方
』

　
納
付
が
遅
れ
る
と
、
医
療
制
度
の

安
定
し
た
運
営
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
国
保
制
度
を
み
ん

な
で
支
え
合
う
た
め
に
も
、
納
期
限

ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
と
・
・
・

　
災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
が
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、国
民
健
康
保
険
の
滞

納
が
続
く
と
、特
別
療
養
費
の
支
給
対

象
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。特
別
療

養
費
の
支
給
対
象
と
な
っ
た
場
合
、受

診
時
に
医
療
費
の
全
額（
10
割
）を
お

支
払
い
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
、後
日
、

申
請
に
よ
り
保
険
給
付
分
が
支
給
さ

れ
ま
す
。た
だ
し
、特
別
療
養
費
の
支

給
申
請
を
行
っ
た
場
合
、国
民
健
康
保

険
法
に
基
づ
き
、支
給
さ
れ
る
金
額
の

全
部
ま
た
は一部
が
滞
納
し
て
い
る
保

険
税
に
充
当（
相
殺
）さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。経
済
的
お
よ
び
事
務
的
な

ご
負
担
が
大
き
く
な
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
の
で
、制
度
の
内
容
を
ご
理
解

の
う
え
、十
分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険（
以
下「
国
保
」）は
、加
入
者
の
皆
さ
ん
が
税
を
出
し
合

い
、病
気
や
け
が
の
と
き
に
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る「
助
け
合
い
」の

制
度
で
す
。皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
国
保
税
は
、医
療
費
を
支
え
る

大
切
な
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

11
月
は
「
ち
ば
国
保
月
間
」

国
保
税
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

★
納
付
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す

　
や
む
を
得
な
い
理
由
で
国
保
税
の

納
付
が
難
し
い
方
は
、
滞
納
し
た
ま

ま
に
せ
ず
、
納
付
方
法
に
つ
い
て
早

め
に
町
民
税
務
課
収
税
係　

☎
77-

３
９
１
６
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

★
会
社
の
保
険
に
入
っ
た
ら

　
就
職
な
ど
で
社
会
保
険
な
ど
に
加

入
し
て
国
保
を
や
め
る
と
き
は
原
則

14
日
以
内
に
届
け
出
が
必
要
で
す
。

届
け
出
を
行
わ
な
い
と
、
国
保
税
と

社
会
保
険
料
が
二
重
に
か
か
っ
て
し

ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
国
保

年
金
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
方
で

　
も
こ
れ
ま
で
ど
お
り
健
康
保
険
の

　
切
り
替
え
は
必
要
で
す
。

問
合
せ

資
格
・
給
付
に
つ
い
て

国
保
年
金
係　
☎
77-

３
９
１
３

国
保
税
の
納
付
に
つ
い
て

収
税
係　
☎
77-

３
９
１
６

町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
☎
77
‐
３
９
１
３

問

是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い

航
空
科
学
博
物
館
入
館
料
無
料

■
入
館
料
無
料

　
本
年
度
は
「
町
制
施
行
70
周
年
」

と
い
う
節
目
の
年
を
記
念
し
、
芝
山

町
在
住
の
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本

年
10
月
１
日
か
ら
２
０
２
６
年
3
月

ま
で
の
期
間
、
入
館
料
を
無
料
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
２
０

２
６
年
4
月
以
降
に
つ
き
ま
し
て
は
、

よ
り
多
く
の
町
民
の
皆
様
に
ご
利
用

い
た
だ
き
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
入

館
料
を
通
常
料
金
の
半
額
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
ご
来
館
の
際
は
、
芝
山
町
在
住
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
身
分
証
明

書
等
を
ご
持
参
の
う
え
、
受
付
に
て

ご
提
示
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

■
屋
上
一
般
開
放

　
本
年
10
月
1
日
よ
り
、
当
館
屋
上

の
一
般
開
放
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
航
空
科
学
博
物
館

☎
78-

０
５
５
７

区　　分 通常料金 2026年
3月まで

2026年
4月から

入館料

大　人 900 無料 450

中高生 400 無料 200

小　人 300 無料 150

3歳以下 無料 無料 無料

バス駐車料金 2,000/台 無料 1,000/台

※　20名様以上は、入館料が団体割引（10%）となります。▲航空科学博物館屋上からの写真

（円）
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